
議

案

第

二

十

一

号 

  
 

 
港

区

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

程

の

一

部

改

正

に

つ

い

て

 

  

令

和

五

年

三

月

二

十

七

日

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

港

区

教

育

委

員

会

 

        

令和５年３月２７日 

教育委員会議案資料 No.２ 



1 

 

 
 

 

港

区

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

程

の

一

部

改

正

（

案

） 

港

区

教

育

委

員

会

事

務

局

組

織

規

程 
(

平

成

十

年

港

区

教

育

委

員

会

訓

令

甲

第

四

号)

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

  

第

二

条

の

表

教

育

推

進

部

の

部

教

育

長

室

の

項

中 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 
 

 
 

 
 

に

改

め

、 

    

同

部

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

項

中

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

に

改

め

、 

   

同

部

図

書

文

化

財

課

の

項

中 
 

 
 

 
 

 
 

を 
 

 
 

 
 

に

改

め

る

。 

  

第

七

条

の

表

教

育

長

室

の

部

教

育

史

編

さ

ん

担

当

の

項

を

削

る

。
 

「

教

育

総

務

係 

 

教

育

史

編

さ

ん

担

当 

教

育

推

進

担

当 
 
 

」 

「

教

育

総

務

係 

教

育

推

進

担

当

」 

「

生

涯

学

習

係 

 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

係 

ス

ポ

ー

ツ

企

画

担

当

」 

「

生

涯

学

習

係 

 

ス

ポ

ー

ツ

振

興

係 

ス

ポ

ー

ツ

企

画

担

当 

ス

ポ

ー

ツ

環

境

整

備

担

当

」 

「

庶

務

係 

 

図

書

館

支

援

係 

文

化

財

係 
 

」 

「

図

書

館

係 

 
文

化

財

係

」 



2 

 

第

七

条

の

表

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

部

生

涯

学

習

係

の

項

中

第

九

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

九 

公

益

財

団

法

人

港

区

ス

ポ

ー

ツ

ふ

れ

あ

い

文

化

健

康

財

団

の

生

涯

学

習

事

業

の

調

整

に

関

す

る

こ

と

。 

第

七

条

の

表

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

部

ス

ポ

ー

ツ

振

興

係

の

項

中

第

六

号

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
 

六 
公

益

財

団

法

人

港

区

ス

ポ

ー

ツ

ふ

れ

あ

い

文

化

健

康

財

団

の

ス

ポ

ー

ツ

事

業

の

調

整

に

関

す

る

こ

と

。 

第

七

条

の

表

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

部

ス

ポ

ー

ツ

振

興

係

の

項

第

十

二

号

中

「

総

合

調

整

」

の

次

に

「

（

ス

ポ

ー

ツ

企

画

担

当

の

所

管

に

係

る

も

の

を

除

く

。

）

」

を

加

え

る

。 

第

七

条

の

表

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

部

ス

ポ

ー

ツ

企

画

担

当

の

項

第

二

号

を

削

り

、

同

項

第

三

号

中

「

（

ス

ポ

ー

ツ

振

興

係

の

所

管

に

係

る

も

の

を

除

く

。

）

」

を

削

り

、

同

号

を

第

二

号

と

し

、

同

項

に

次

の

二

号

を

加

え

る

。 

 
 

三 

レ

ガ

シ

ー

の

継

承

及

び

区

民

の

ス

ポ

ー

ツ

活

動

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

 

 
 

四 

区

内

資

源

を

活

用

し

た

新

た

な

ス

ポ

ー

ツ

活

動

の

推

進

に

関

す

る

こ

と

。

 

第

七

条

の

表

生

涯

学

習

ス

ポ

ー

ツ

振

興

課

の

部

ス

ポ

ー

ツ

企

画

担

当

の

項

の

次

に

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

 

 

ス

ポ

ー

ツ

環

境

整

備

担

当 

 
 

 

一 

ス

ポ

ー

ツ

施

設

の

整

備

等

に

関

す

る

こ

と

。 

 
 

 

二 

区

内

資

源

を

活

用

し

た

ス

ポ

ー

ツ

の

場

の

確

保

に

関

す

る

こ

と

。 



3 

 

 
 

 

三 

ス

ポ

ー

ツ

セ

ン

タ

ー

及

び

そ

の

他

の

ス

ポ

ー

ツ

施

設

の

維

持

・

保

全

に

関

す

る

こ

と

。

 

第

七

条

の

表

図

書

文

化

財

課

の

部

庶

務

係

の

項

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

 

 
図

書

館

係 
一 
図

書

館

の

管

理

運

営

に

関

す

る

こ

と

。 

二 
図

書

館

資

料

の

整

備

方

針

に

関

す

る

こ

と

。 

三 

図

書

館

シ

ス

テ

ム

に

関

す

る

こ

と

。 

四 

学

校

図

書

館

の

支

援

に

関

す

る

こ

と

。 

五 

読

書

支

援

に

関

す

る

こ

と

。 

六 

課

内

他

の

係

等

に

属

し

な

い

こ

と

。 

第

七

条

の

表

図

書

文

化

財

課

の

部

図

書

館

支

援

係

の

項

を

削

り

、

同

部

文

化

財

係

の

項

中

第

三

号

を

第

四

号

と

し

、

第

二

号

の

次

に

次

の

一

号

を

加

え

る

。 

 
 

 

三 

郷

土

歴

史

館

の

管

理

運

営

に

関

す

る

こ

と

。 

 
 

 

付 

則 

こ

の

訓

令

は

、

令

和

五

年

四

月

一

日

か

ら

施

行

す

る

。 

 

 



港
区
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
程
新
旧
対
照
表
（
案
） 

改 
 

正 
 

案 

現 
 
 

 
 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
事
務
局
の
課
及
び
室
の
組
織
） 

（
事
務
局
の
課
及
び
室
の
組
織
） 

第
二
条 

事
務
局
の
組
織
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
条 

事
務
局
の
組
織
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

教
育
推
進
部 

教
育
推
進
部 

教
育
長
室 

教
育
長
室 

教
育
総
務
係 

教
育
総
務
係 

 

教
育
史
編
さ
ん
担
当 

教
育
推
進
担
当 

教
育
推
進
担
当 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

生
涯
学
習
係 

生
涯
学
習
係 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係 

ス
ポ
ー
ツ
企
画
担
当 

ス
ポ
ー
ツ
企
画
担
当 

ス
ポ
ー
ツ
環
境
整
備
担
当 

 

図
書
文
化
財
課 
図
書
文
化
財
課 

図
書
館
係 
庶
務
係 

1



 

図
書
館
支
援
係 

文
化
財
係 

文
化
財
係 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
教
育
推
進
部
の
分
掌
事
務
） 

（
教
育
推
進
部
の
分
掌
事
務
） 

第
七
条 

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
推
進
部
の
各
課
室
係
等
の
分
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
七
条 

教
育
委
員
会
事
務
局
教
育
推
進
部
の
各
課
室
係
等
の
分
掌
事
務
は
、

次
の
と
お
り
と
す
る
。 

教
育
長
室 

教
育
長
室 

教
育
総
務
係
（
略
） 

教
育
総
務
係
（
略
） 

 

教
育
史
編
さ
ん
担
当 

 

一 

教
育
史
の
編
さ
ん
に
関
す
る
こ
と
。 

教
育
推
進
担
当
（
略
） 

教
育
推
進
担
当
（
略
） 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

生
涯
学
習
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課 

生
涯
学
習
係 

生
涯
学
習
係 

一
～
八
（
略
） 

一
～
八
（
略
） 

九 

公
益
財
団
法
人
港
区
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
文
化
健
康
財
団
の
生
涯

学
習
事
業
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

九 

公
益
財
団
法
人
港
区
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
文
化
健
康
財
団
と
の
連

絡
及
び
調
整
（
ス
ポ
ー
ツ
振
興
係
の
所
管
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

に
関
す
る
こ
と
。 

十
（
略
） 
十
（
略
） 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係 

ス
ポ
ー
ツ
振
興
係 

2



一
～
五
（
略
） 

一
～
五
（
略
） 

六 

公
益
財
団
法
人
港
区
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
文
化
健
康
財
団
の
ス
ポ

ー
ツ
事
業
の
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

六 

公
益
財
団
法
人
港
区
ス
ポ
ー
ツ
ふ
れ
あ
い
文
化
健
康
財
団
と
の
連

絡
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

七
～
十
一
（
略
） 

七
～
十
一
（
略
） 

十
二 

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
シ
テ
ィ
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
に
係
る
総
合
調
整
（
ス

ポ
ー
ツ
企
画
担
当
の
所
管
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

十
二 

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
シ
テ
ィ
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
に
係
る
総
合
調
整
に

関
す
る
こ
と
。 

ス
ポ
ー
ツ
企
画
担
当 

ス
ポ
ー
ツ
企
画
担
当 

一 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

ス
ポ
ー
ツ
推
進
計
画
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

ス
ポ
ー
ツ
に
関
す
る
各
種
大
会
、
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
等
の
開
催

に
係
る
企
画
、
計
画
及
び
調
整
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
シ
テ
ィ
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
に
係
る
総
合
調
整
に
関

す
る
こ
と
。 

三 

Ｍ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
シ
テ
ィ
ハ
ー
フ
マ
ラ
ソ
ン
に
係
る
総
合
調
整
（
ス

ポ
ー
ツ
振
興
係
の
所
管
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

レ
ガ
シ
ー
の
継
承
及
び
区
民
の
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。 

 

四 

区
内
資
源
を
活
用
し
た
新
た
な
ス
ポ
ー
ツ
活
動
の
推
進
に
関
す
る

こ
と
。 

 

ス
ポ
ー
ツ
環
境
整
備
担
当 

 

一 

ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
整
備
等
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

区
内
資
源
を
活
用
し
た
ス
ポ
ー
ツ
の
場
の
確
保
に
関
す
る
こ
と
。 

 

三 

ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー
及
び
そ
の
他
の
ス
ポ
ー
ツ
施
設
の
維
持
・
保

全
に
関
す
る
こ
と
。 

 

3



図
書
文
化
財
課 

図
書
文
化
財
課 

図
書
館
係 

庶
務
係 

一 
図
書
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

図
書
館
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。 

二 
図
書
館
資
料
の
整
備
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

図
書
館
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

図
書
館
シ
ス
テ
ム
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

課
内
他
の
係
等
に
属
し
な
い
こ
と
。 

四 

学
校
図
書
館
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

五 

読
書
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 

六 

課
内
他
の
係
等
に
属
し
な
い
こ
と
。 

 

 

図
書
館
支
援
係 

 

一 

図
書
館
資
料
の
整
備
方
針
に
関
す
る
こ
と
。 

 

二 

図
書
館
の
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

三 

学
校
図
書
館
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 

四 

読
書
支
援
に
関
す
る
こ
と
。 

文
化
財
係 

文
化
財
係 

一 

文
化
財
の
保
護
、
許
可
及
び
指
定
等
に
関
す
る
こ
と
。 

一 

文
化
財
の
保
護
、
許
可
及
び
指
定
等
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

文
化
財
保
護
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

二 

文
化
財
保
護
審
議
会
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

郷
土
歴
史
館
の
管
理
運
営
に
関
す
る
こ
と
。 

 

四 

そ
の
他
文
化
財
に
関
す
る
こ
と
。 

三 

そ
の
他
文
化
財
に
関
す
る
こ
と
。 

 
 

（
中
略
） 

（
後
略
） 

4



 
 

付 

則 
 
こ
の
訓
令
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 
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1 
 

 

 

 

教育長室 
 

 
港区教育委員会事務局組織規程の一部改正について 

 

 

 

 

 

 

 

１ 改正理由及び内容 

（１）教育委員会事務局教育推進部の組織改正 

① 教育長室 

教育史の編さんを目的に設置した教育史編さん担当（担当係長制）について、令和

４年度末までに編さん業務が完了するため、廃止します。 

 

 

 

 

 

② 生涯学習スポーツ振興課 

スポーツ施設の環境整備や区内の企業、大学等と連携したスポーツの場の確保、予

防保全の視点を踏まえた施設保全計画の策定などのスポーツ施設の維持、保全に関す

る業務を円滑に遂行するため、スポーツ環境整備担当（担当係長制）を設置します。 

 

 

 

 

 

 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

生涯学習係～スポーツ企画担当 (略) 生涯学習係～スポーツ企画担当 (略) 

〔新設〕 スポーツ環境整備担当 

１ スポーツ施設の整備等に関すること。 

２ 区内資源を活用したスポーツの場の確保に

関すること。 

３ スポーツセンター及びその他のスポーツ施

設の維持・保全に関すること。 

令和５年３月２７日 

教育委員会議案資料 No.２－３ 

審議内容 

令和５年度の組織改正及びその他規程整備に伴い港区教育委員会事務局組織規程

の一部を改正します。 

教育総務係 教育長室 

教育史編さん担当 

教育推進担当 

教育総務係 教育長室 

教育推進担当 

生涯学習係 

スポーツ振興係 

スポーツ企画担当 

生涯学習係 

スポーツ振興係 

スポーツ環境整備担当 

生涯学習スポ 
ーツ振興課 

生涯学習スポ 
ーツ振興課 

スポーツ企画担当 
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  ③ 図書文化財課 

全ての区立図書館が指定管理者による管理運営に移行したことを踏まえ、図書館資

料の計画的な収集、除籍など指定管理者との連携強化による区民サービスの充実及び

モニタリングや経理事務等の効率的な執行を図るため、庶務係及び図書館支援係を統

合し、図書館係に再編します。 

 

 

 

 

 

現行の分掌事務 改正後の分掌事務 

庶務係 

１ 図書館の管理に関すること。 

２ 図書館システムに関すること。 

３ 課内他の係等に属しないこと。 

図書館係 

１ 図書館の管理運営に関すること。 

２ 図書館資料の整備方針に関すること。 

３ 図書館システムに関すること。 

４ 学校図書館の支援に関すること。 

５ 読書支援に関すること。 

６ 課内他の係等に属しないこと。 

利用者支援係 

１ 図書館資料の整備方針に関すること。 

２ 図書館の運営に関すること。 

３ 学校図書館の支援に関すること。 

４ 読書支援に関すること。 

文化財係 (略) 文化財係 (略) 

 

（２）その他規程整備 

生涯学習スポーツ振興課各係及び図書文化財課文化財係の分掌事務を、部内他課や他

部の分掌事務との整合性を図り、より実態に即したものとなるよう改正します。 

  ① 生涯学習係 

    第９号の表記を改めます。 

  ② スポーツ振興係 

第６号の表記を改めます。また、第１２号「ＭＩＮＡＴＯシティハーフマラソンに係

る総合調整に関すること。」の表記を改めます。（③スポーツ企画担当についても同様。） 

  ③ スポーツ企画担当 

   「スポーツに関する各種大会、レクリエーション等の開催に係る企画、計画及び調整

に関すること。」を削り、「レガシーの継承及び区民のスポーツ活動の推進に関すること。」

及び「区内資源を活用した新たなスポーツ活動の推進に関すること。」を加えます。 

  ④ 文化財係 

「郷土歴史館の管理運営に関すること。」を加えます。 

 

２ 施行期日 

  令和５年４月１日 

庶務係 図書文化財課 

図書館支援係 

文化財係 

図書文化財課 図書館係 

文化財係 


